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東陽二丁目駐車場の利用休止について 

 

１ 対象施設 

(1) 名 称  江東区東陽二丁目駐車場 

(2) 所 在 地  江東区東陽二丁目３番６号 

(3) 開 設  昭和６０年４月１日 

(4) 駐車台数  １２３台 

(5) 利用種別  定期駐車及び時間駐車 

   

２ 休止理由 

 教育センター改修工事の実施に伴い、同施設地下階に設置されている駐車場の 

改修工事を行うため。 

 

３ 改修工事の主な内容 

(1) 地下駐車場泡消火配管設備の更新 

(2) 地下駐車場と１階地上階を結ぶエレベーターを１か所新設 

 

４ 休止期間 

令和３年４月１日（木）～令和４年３月３１日（木） 

  

５ 周知方法 

(1) 江東区報及び江東区ホームページへの掲載 

(2) 駐車場内に案内の掲示 

 

６ その他 

 休止期間中の代替駐車場の確保等は、利用者が行う。 

ただし、民間の大規模駐車場（新砂一丁目）の一部を区が確保し、希望者には

あっせんを行う。 
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